
問 真岡警察署　℡ 84-0110

問 農政課農業振興係　℡ 83-8139　

　市では、生産施設の新規導入または生産規模の拡大を図る農家
に対し、下記の補助事業を行っています。ぜひご活用ください。

　昨年、市内において、いちご農家への農作物の盗難被害が
発生しました。また、県内や近隣県において、農業機械の盗
難被害が多発しています。盗難対策を十分にし、被害にあわ
ないようにしましょう。

不審な人や車を見かけたら、迷わず警察へ通報してください。
間違っていても構いません。皆さまのご協力をお願いします。

・農場等の出入口を施錠しましょう。
・農業用機械をほ場等に放置せず、使用しないときは鍵を抜き取りましょう。
・防犯カメラやセンサーライトを設置しましょう。
・通行人から見える位置に「防犯カメラ作動中」等の看板を設置しましょう。
・生産者同士や警察等と連携して夜間パトロールを実施しましょう。
・盗難被害に備えて、共済制度や収入保険制度に加入しましょう。

【対象者】市内に住所を有し、市税を完納している方

対象者 いちご・園芸作物を新たに出荷する 65 歳以下の農業者、農業生産法人等
生産規模を拡大する 65 歳以下の農業者、農業生産法人等

補助対象
いちご・園芸作物の生産施設導入または生産規模拡大に必要な
生産用パイプハウス等の施設整備費
※建て替えや附帯設備、育苗用施設は対象外

補助金額 10 分の 3 以内（上限額：180 万円）

対象者 新規導入の方：露地野菜を新たに 20a 以上出荷する農業者
生産規模拡大の方：露地野菜の生産規模を 20a 以上拡大する農業者

補助対象 種苗および出荷用農業資材購入費

補助金額 新規導入の方：3 分の 2 以内（上限額：40 万円）
生産規模拡大の方：3 分の 1 以内（上限額：40 万円）

生産施設整備
支援事業について

露地野菜生産拡大
支援事業について

令和 3年 11 月号（6）

真岡警察署と協働で
いちごの盗難に
関する情報を市 HP に
掲載しています。

（7）広報もおか

問 環境課環境対策係　℡ 83-8127

河川名 H30 R1 R2 基準値
五行川 1.4 1.5 1.8 2.0
行屋川 0.9 1.1 1.2 2.0
小貝川 1.1 1.1 1.6 2.0
鬼怒川 1.1 1.1 1.6 2.0
江  川 1.1 1.4 1.5 2.0

　私たちは、河川や地下水などの水環境とともに生活しています。市では、経年変化を把握し、
公害発生の未然防止を図るため、水環境についての各種調査を実施しています。この機会に、市
の水環境の実態や、水環境を守るためにできることへの理解を深めましょう。

問 県東健康福祉センター　℡ 83-7220

　これまでに汚染が確認されている地
域では、市内地下水の状況を把握する
ための水質調査（概況調査）と、栃木
県と共同で継続監視調査を行っていま
す。
　令和 2年度の調査で、汚染が確認さ
れている地域は右表のとおりです。

汚染物質 地域

有機塩素系
化合物

荒町 ･ 田町 ･ 台町 ･ 松山町・八木岡
･ 石島 ･ 久下田のそれぞれの一部

硝酸性窒素
および

亜硝酸性窒素

西郷・下大田和・下籠谷・寺内・
若旅・中・加倉・下大沼・松山町
･ 八木岡 ･ 上大曽 ･ 久下田 ･ 古山
･ 長島 ･ 石島 ･ さくら ･ 西大島 ･
鷲巣 ･ 境 ･ 程島のそれぞれの一部

ほう素 鬼怒ヶ丘

地下水（井戸水）を飲用し
ている方は、定期的な水質
検査を行い、安全性を確認
することが大切です！

　市内を流れる河川について水質検査を行った
結果、有害物質（カドミウムなど 27 項目）の
量や、水質指標である BOD（※１）の平均値に
ついては、すべての河川が環境基準（※２）に
適合していました。
　市では、公共下水道や浄化槽の普及・促進、
工場の排水検査などを実施しているため、良
好な水質が保たれています。

※ 1　BOD：有機物の汚れを示す指標（基準値：2mg/ℓ以下）
※ 2　環境基準：環境基本法により、人の健康の保護や生活環境
                         の保全のために定められた基準

水環境におけるその
他の各種調査結果等
については、市 HP
を確認ください▶▶

●ごみ捨てのマナーを守る
道に落ちたごみは風で飛ばされ、
川に入り、海ごみとなってしまい
ます。ポイ捨てなどをしないよう
にしましょう。

●プラスチック製品の使用を減らす
世界全体では毎年約 800 万トンものプラス
チックごみが川や海へ流出していると推計さ
れています。できるだけマイバッグや紙スト
ローの使用を心掛けましょう。

BOD値経年変化（年度平均） （単位：mg/ℓ）


